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Ⅰ 大気汚染に係る環境基準 

  

 

 環境基本法第１６条では、環境基準とは人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されるこ

とが望ましい基準であるとされています。これは行政目標であり、施策の総合的かつ適切な実施に

より、その確保に努めなければなりません。大気の汚染に係る環境基準については、二酸化硫黄、

浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化炭素、光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、微小粒子状物質（ジクロロメタンについては、平成１３

年（２００１年）４月から、微小粒子状物質については、平成２１年（２００９年）９月から）の

１０物質について、次のとおり定められています。 

 

■大気汚染に係る環境基準 

物質名 環境上の条件 測定方法 

二酸化硫黄 
１時間値の１日平均値が0.04ppm以下で

あり、かつ、１時間値が0.1ppm以下であ

ること。 
溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

浮遊粒子状物質 

１時間値の１日平均値が0.10mg/m
3
以下

であり、かつ、１時間値が0.20mg/m
3
以

下であること。 

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこ

の方法によって測定された重量濃度と直

線的な関係を有する量が得られる光散乱

法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収

法 

微小粒子状物質 
１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、

１日平均値が35μg/m3以下であること。 

濾過捕集による質量濃度測定方法又はこ

の方法によって測定された質量濃度と等

価な値が得られると認められる自働測定

機による方法 

一酸化炭素 
１時間値の１日平均値が10ppm以下で

あり、かつ、１時間値の８時間平均値が

20ppm以下であること。 
非分散型赤外分析計を用いる方法 

二酸化窒素 
１時間値の１日平均値が0.04ppmから 

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下で

あること。 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又は

オゾンを用いる化学発光法 

光化学オキシダント １時間値が0.06ppm以下であること。 
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光

度法若しくは電量法、紫外線吸収法又は

エチレンを用いる化学発光法 

ベンゼン 
１年平均値が0.003mg/m

3
以下であるこ

と。 

キャニスター又は捕集管により採取した

試料をガスクロマトグラフ質量分析計に

より測定する方法又はこれと同等以上の

性能を有すると認められる方法 

トリクロロエチレン 
１年平均値が0.13mg/m

3
以下であるこ

と。 
同上 

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2mg/m
3
以下であること。 同上 

ジクロロメタン 
１年平均値が0.15mg/m

3
以下であるこ

と。 
同上 

（ 備 考 ） 

１ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。 

２ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される

 酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 
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Ⅱ 評 価 方 法 

 

 

 環境基準による大気汚染の評価方法（環境基準の達成状況）については、短期的評価と長期的
評価が定められている物質があります。 

 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素には短期的評価と長期的評価が定められており、二酸

化窒素は長期的評価により取り扱うこととされています。光化学オキシダントは、環境基準値によ

り評価します。 

 

物 質 名 環 境 基 準 に よ る 大 気 汚 染 の 状 況 の 評 価 
二酸化硫黄 短期的評価 ○ 

 

・連続して又は随時に行った測定について、１時間値が0.1ppm以下で、

かつ、１時間値の日平均値が0.04ppm以下であれば環境基準達成。 

× ・１時間値、日平均値のどちらか一方が基準を超えれば非達成。 

長期的評価 ○ 

 

・年間の日平均値の２％除外値が0.04ppm以下であれば環境基準達成。 

 × ①２％除外値が0.04ppmを超えれば非達成。 

②ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が２日以上連続した場合は、

①に関係なく非達成。 

浮遊粒子状物質 短期的評価 ○ 

 

 

・連続して又は随時に行った測定について、１時間値が0.20mg/m
3
以下

で、かつ、１時間値の日平均値が0.10mg/m
3
以下であれば基準達成。 

 × ・１時間値、日平均値のどちらかでも超えれば非達成。 

長期的評価 ○ 

 

・年間の日平均値の２％除外値が0.1mg/m
3
以下であれば基準達成。 

 × ①２％除外値が0.10mg/m
3
を超えれば非達成。 

②ただし、日平均値が0.10mg/m3を超える日が２日以上連続したときは、

①に関係なく非達成。 

一酸化炭素 短期的評価 ○ 

 

 

 

・連続して又は随時に行った測定について、１時間値の８時間平均値

が20ppm以下で、かつ、１時間値の日平均値が10ppm以下であれば

基準達成。 

 
× ・８時間値、日平均値のどちらかでも超えれば非達成。 

長期的評価 ○ 

 

・年間の日平均値の２％除外値が10ppm以下であれば基準達成。 

 × ①２％除外値が10ppmを超えれば非達成。 
②ただし、日平均値が10ppmを超える日が２日以上連続したときは、

①に関係なく非達成とする。 

二酸化窒素 長期的評価 ○ 

 

・年間の日平均値の９８％値が0.06ppm以下であれば基準達成。 

 × ・９８％値が0.06ppmを超えれば非達成。 

光化学オキシダント  ○ 

 

 

・昼間（５時から２０時）の時間帯において、１時間値が0.06ppm以下

であれば基準達成。 

 
× ・昼間の時間帯において、1時間値が0.06ppmを超えれば非達成。 

微小粒子状物質  ○ 

 

 

・１年平均値が15μg/m
3
以下、かつ１日平均値が35μg/m

3
以下である

こと。 

 × ・１年間値、１日平均値のどちらかでも超えれば非達成 

                          ○：環境基準達成、×：環境基準非達成 
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Ⅲ 自動測定結果の取り扱いについて 

 

 

 大気汚染調査のうち、一般環境測定局及び自動車排ガス測定局における自動測定結果の取りまと

めに当たっては、以下のとおりとしました。 

 

  有効測定局とは？ 

     ●年間測定時間が6,000時間に達した測定局 

      ※１年３６５日だとすると、年間8,760時間となる。有効測定局となるには約68％(6,000/8,760)の稼働

率が必要となる。 

            (環境大気常時監視マニュアル：環境省水・大気環境局 4.3測定機の維持管理 より) 

  有効測定日とは？ 

     ●１日の測定時間が20時間以上の測定局 

            (「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準

について」(平成13年5月21日付け環管大第177号、最終改正平成28年9月26日付け環水大大発第1

609263号、環水大自発第1609261号)より) 

  年平均値とは？ 

     ●年間にわたる１時間値の総和を測定時間数で除した値 

 

  日平均値の２％除外値とは？ 

     ●年間にわたる日平均値のうち、測定値の高い方から２％の範囲にあるものを 

      除外した日平均値で、除外する日数は小数点以下を四捨五入した日数 

 

  日平均値の年間９８％値とは？ 

     ●年間にわたる日平均値のうち、測定値の低い方から９８％に相当するものを 

      指しています。 

 

  環境基準の長期的評価により日平均値○○ppmを超えた日数とは？ 

     ●二酸化硫黄の場合、日平均値の高い方から２％の範囲の日平均値を除外した 

      残りの日平均値のうちで、0.04ppmを超えた数を指しています。ただし、日 

      平均値が0.04ppmを超えた日が２日以上連続した延日数のうち、２％除外当 

      該日に入っている日数分については除外しません。 

 

  ９８％値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数とは？ 

     ●１年間の日平均値のうち低い方から９８％の範囲にあり、なおかつ0.06ppm 

      を超えた日数を指しています。 

 

  窒素酸化物の測定値取り扱いについて 

     ●窒素酸化物の「NO＋NO2」はNO及びNO2が同時刻に測定された１時間値を 

      算術加算したものです。いずれか一方が欠測等でデータがない場合は欠測扱い 

      としています。 

     ●月間値（NO2/(NO＋NO2)) 

163



      月間にわたるNO、NO2測定のうち、NOとNO2とを同時に測定している 

      時間のみについてNO＋NO2濃度の総和とNO2濃度の総和との比をとっ 

      たものです。なお、NO濃度又はNO2濃度が０（ゼロ）の場合でも欠測扱 

      いとはしていません。 

              ※年間値についても月間値と同様の計算によります。 

      ［計算式］ 

                                                   NOが同時測定されている時間のNO2濃度 

                            の月（年）間にわたる総和 

           月（年）間値(NO2/(NO＋NO2)) ＝ 

                                                   NO及びNO2が同時測定されている時間の 

                              NO＋NO2濃度の月（年）間にわたる総和 

 

  光化学オキシダント（Ox）について 

     ●光化学オキシダントは、昼間についてデータの整理を行うこととし、また平 

      均値ではなく、一定の１時間値（0.06ppm、0.12ppm）を超えた時間数、日 

      数についてデータの整理を行うこととしています。注解について以下のとお 

      りです。 
 

   （ⅰ）昼間とは５時から２０時までの時間帯をいいます。従って１時間値は６時から２０時 

    まで得られることになります。 

  （ⅱ）昼間測定日数とは５時から２０時までの間に測定が行われた日の総和をいいます。 

  （ⅲ）昼間測定時間とは５時から２０時までの間に測定した時間の総和をいいます。 

  （ⅳ）「0.06ppmを超えた」とは0.06ppmを含みません。 

  （ⅴ）「0.12ppm以上」とは0.12ppmを含みます。 

 

 

 

  非メタン炭化水素(NMHC)について 

     ●１時間値は７５％以上（１時間当たり６回の測定を行う測定機にあっては５ 

      回以上）の測定がなされた場合を有効とします。 

     ●６～９時における月（年）平均値は次式により算出しています 

                                                 ６～９時に測定された全測定値の総和 

         ６～９時における月（年）平均値 ＝ 

                                                  ６～９時に測定された全測定時間数 

            ※この場合、後述の「６～９時３時間平均値」とは異なり、６～９時に 

             測定された全測定値を用います。 

     ●６～９時測定日数とは、午前６時から９時までの、３時間がすべて測定され 

      た日の総和をいいます。 

     ●６～９時３時間平均値とは、午前６時から９時までの１時間値３個、即ち、 

      午前７時・午前８時・午前９時の３個の１時間値の算術平均値をいいます。 

      この場合、当該時間帯の３個の１時間値のうち、１個でも欠測のある場合は、 

      ３時間平均値も欠測とし評価の対象とはしません。 

 

  百分率（％）で示す数値の記載方法 

     ●小数点以下第２位まで計算し、四捨五入したうえで第１位まで記入しています。 
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Ⅳ ダイオキシン類に係る環境基準 

 

 

 

 ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法第７条の規定に基づき、人の健康を

保護する上で維持されることが望ましい基準として、大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染

を含む。）及び土壌の汚染について環境基準が定められています。 

 

 

 

■ダイオキシン類の環境基準 

 媒 体 基 準 値 測 定 方 法  

大 気   0.6 pg－TEQ/m
3以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒

をろ紙後段に取り付けたエアサンプラー

により採取した試料を高分解能ガスクロ

マトグラフ質量分析計により測定する方

法 

水 質 

（水底の底質を

除く。） 

  1 pg－TEQ/L以下 日本産業規格K0312に定める方法 

水底の底質   150 pg－TEQ/g以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類

をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロ

マトグラフ質量分析計により測定する方

法 

土 壌   1,000 pg－TEQ/g以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソッ

クスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグ

ラフ質量分析計により測定する方法 

 

（ 備 考 ） 

  １ 基準値は、２，３，７，８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

  ２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

  ３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 

   250pg－TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

 ■環境省は、平成１４年（２００２年）７月２２日付けでダイオキシン類対策特別措置法に基づく水底の底質

の汚染に係る環境基準を告示した。同年９月１日から施行されている。 
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Ⅴ 騒音に係る環境基準 

 

 

（１）一般環境基準及び道路に面する地域の環境基準 

 

  騒音に係る環境基準は、環境基本法第１６条第１項の規定に基づき「一般環境基準及び道路 

 に面する地域の環境基準」が定められています。 

 

 ①一般環境基準 
 

 

地域の類型 

基 準 値 （LAeq）  

【昼間】 

午前６時から 

午後１０時まで 

【夜間】 

午後１０時から 

翌日の午前６時まで 

 ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

 Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

 Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 
 
   ※ 熊本県では、環境基準の類型指定を昭和５０年度（１９７５年度）から昭和５３年度（１９７８年度）

にかけて、県下９４市町村の全域に対して行いました。その後は社会情勢に応じて改正を重ねており、

平成２４（２０１２年）３月３０日環境省告示第５４号により市の区域の地域は市長が指定することと

されてからは、県内町村の類型指定を行っています。現在は、平成３１年（２０１９年）３月２９日付

け熊本県告示第３３８号で改正し、同年４月１日から施行したものが最新となっています。なお、当て

はめる類型は都市計画法に基づく用途地域によって定まりますので、用途地域の指定状況については各

町村へお問合せください。 

 

 ②道路に面する地域の環境基準 

   道路に面する地域に該当する地域については、一般環境基準の表によらず、次表の基準値に

掲げるとおりとされています。 
 

 

地 域 の 区 分 

基 準 値 （LAeq） 

【昼間】 

午前６時から 

午後１０時まで 

【夜間】 

午後１０時から 

翌日の午前６時まで 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域 
６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及びＣ地域のう

ち車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

 

   備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道

部分です。 
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 ③道路に面する地域の環境基準 

 （幹線交通を担う道路に近接する空間） 

   幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として次表の基準値の欄に掲げるとお

りとされています。 
 

 基  準  値 （LAeq） 

昼間（午前６時から午後１０時まで） 夜間（午後１０時から翌日午前６時まで） 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

備 考 

１ 公的資金により住居等に防音措置が実施されている場合の環境基準の達成状況の評価は、原則

として、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあって

は４０デシベル以下）によることができる。 

２ 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市

町村道にあっては４車線以上の区間に限る。）等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」

とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。 

  ・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路・・・・・１５メートル 

  ・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路・・・・２０メートル 

 

 

 （環境基準の適用除外について） 

 この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとされています。 
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